
1 

 

区役所改革担当 

 

 

「将来に向けた持続可能な区役所への改革」の実施に係る検討状況について 

 

 

 「 将来に向けた持続可能な区役所への改革」（ 以下「 持続可能な区役所改革」 と い

います。」） に係る検討状況について、 以下のと おり 報告し ます。  

 

１ 総合支所及び部における業務分担 

（１）現在の状況 

「 持続可能な区役所改革」 の実施に向けた検討体制と し て、 令和８ 年４ 月１

日に、 庁内の共通理解のも と 全庁的な取組を 進めるこ と を 目的に、 区長、 副区

長、 部長級で構成さ れる「 将来に向けた持続可能な区役所への改革推進会議」

（ 以下「 推進会議」 と いいます。） を設置し まし た。  

「 推進会議」 は、 各課課長級で構成さ れる部会を 設置でき るこ と と し 、 第１

回推進会議（ 令和８ 年４ 月６ 日開催） において、 再編検討部会を 設置（ 管理系

業務、 協働推進系業務、 まちづく り 系業務、 区民課窓口系業務） すると と も

に、 第１ 回各部会で、 主に各課係長、 係員級で構成さ れる作業班を立ち上げ※

１ 、 総合支所組織が担当する業務（ ４ ７ ０ 業務２ ９ ９ ５ 事務） について、 令和９

年４ 月以降に所管する組織の検討を進めています。  

総合支所業務のう ち、 相談や申請書の提出など、 区民等に関係する申請フ ロ

ーの担当組織については検討を経て、 原則、 引き 続き 総合支所庁舎の窓口で担

当するこ と と し まし た。  

※１  検討体制 
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（２）今後の取組 

第２ 回推進会議（ 令和８ 年５ 月１ ３ 日開催） において、 部に集約さ れる申請

書の処理や意思決定、 交付などの処理フ ローを 検討するために、 支援部等業務

部会（ 産業・ 地域振興支援部業務、 保健福祉支援部業務、 みなと 保健所業務、

子ども 家庭支援部業務、 街づく り 支援部業務、 環境リ サイ ク ル支援部業務、 防

災危機管理室業務、 総合支所業務） を 新たに設置し まし た。  

各支援部等業務部会でも 作業班を立ち上げ、 各課職員が業務の実情を踏まえ

て処理フ ローを 担当する組織を検討の上、 本年８ 月を目途に、 業務分担を 確定

し ます。  

 

２ 組織の見直し 

（１）現在の状況 

  総合支所が担う 業務の部への集約に伴い、 関係する組織の見直し に当たり 、

関係各課へのヒ アリ ングや業務量算定などを 通し て、 検討を進めています。  

   総合支所については、 管理課やまちづく り 課、 区民課の保健福祉係や生活福

祉係の廃止と あわせて、 引き 続き 総合支所で担う 庁舎管理や庶務等の管理運営

業務、 区民課窓口サービス係の業務、 協働推進課の業務などを 踏まえて、 新た

な組織への再編も 含め、 区民にと っ て身近なサービスを 効果的・ 効率的に執行

でき る組織の検討を進めています。  

   部については、 総合支所から 集約する業務の効果的・ 効率的な執行に向け、

保健福祉支援部、 子ども 家庭支援部、 街づく り 支援部などを中心に、 現在も 部

で担っ ている業務と の整合性も 踏まえながら 、 新たな組織の設置等を 含め、 各

部が、 部レベルから 係レベルまで、 組織の見直し を 進めています。  

   なお、 総合支所におけるサービスの維持のため、 まちづく り 課が担っ ている

業務や福祉総合窓口が担っ ている業務については、 部への集約後も 、 部の組織

が総合支所庁舎に常駐するなどし て対応し ていく 予定です。  

（２）今後の取組 

   業務の集約に係る組織については、 関係各課へのヒ アリ ングや事務分掌の整

理などを 通し て、 本年７ 月を 目途に検討すると と も に、 その後、 職員定数の算

定も 含めて職員団体と も 協議を進めます。 また、 第４ 回定例会において、 港区

総合支所及び部の設置等に関する条例改正案を 提出するよう 、 検討を 進めま

す。  

 

３ 分庁舎の整備状況 

（１）現在の状況 
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令和８ 年４ 月１ 日付けで締結し た「 港区役所分庁舎レ イ アウト 策定等支援業

務委託」 による平面レ イ アウト 図の案を ベースに、 移転する街づく り 支援部内

の意見を 集約し 、 平面レイ アウト 図の調製を 進めています。  

（２）今後の取組 

分庁舎の整備に必要な断面図や立面図等の作成、 避難安全検証に係る計算書

の作成、 事務所衛生基準規則に基づく 気積の算定等を包含する業務委託を 実施

し 、 執務環境整備に向けた準備を 進めます。  

あわせて、 イ ンタ ーネッ ト や電話の回線整備、 什器の搬入・ 設置等、 段階的

かつ複数課での調整が発生するこ と から 、 移転完了までの全体工程及びスケジ

ュ ールを 適切に管理するプロジェ ク ト マネジメ ント 業務委託を 行います。 上記

２ つの業務委託は６ 月中旬に契約締結を 予定し ています。  

整備に当たっ ては、 街づく り 支援部と 密に連携を 図り 、 レイ アウト の検討を

行う と と も に、 建物所有者と 必要な協議を実施し 、 必要な整備内容を 確定し ま

す。 なお、 執務環境整備は什器リ ースを 基本と し た上で、 給湯室の整備など、

建物所有者が指定する一部の整備については、 建物所有者の指定事業者に対し

て発注し ます。  

全体スケジュ ールの短縮に努め、 可能な限り 速やかな移転を 目指し ます。  

 

４ 防災体制 

（１）現在の状況 

災害対策本部の態勢等を 調査・ 検討する港区災害対策検討委員会の下に、 震

災対応、 風水害対応及び復興対応の組織体制等を検討する３ つの部会を新たに

設置し 、 防災体制の検討を 進めていき ます。  

（２）今後の取組 

各部会における検討を踏まえて、 本年８ 月を 目途に、「 持続可能な区役所改

革」 実施後の防災体制について決定し 、 その後、 関連計画の修正や引継ぎ対応

を 行います。  

防災体制の検討に当たっ ては、 総合支所と 各部が一体と なり 災害対応に当た

る体制の確保が重要であるこ と から 、 来庁者の安全確保や災害対策地区本部の

設置・ 運営など初動対応を 的確に実施でき る体制を 維持すると と も に、 業務継

続計画に基づき 災害発生直後に必要と なる人員を総合支所において確保するほ

か、 各部から の応援職員の計画的な派遣により 機動的かつ広域的な人員補完を

図り 、 また、 休日・ 夜間の発災時においても 特別非常配備態勢を 基本と し つ

つ、 効果的な訓練の実施等により 職員の防災力の向上を 図るこ と などを踏ま

え、 災害に対し て確実に対応でき る体制を検討し ます。  
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５ 今後の周知・説明 

（１）区民・団体への周知・説明 

  ア これまでの取組 

    区ホームページでの公開及び広報みなと （ 令和８ 年２ 月１ ５ 日号） の記事

掲載により 、 周知し ています。  

また、 本年１ 月には町会・ 自治会に対する説明会を 地区ごと に開催し 、 取

組の概要等について説明すると と も に、 同年３ 月には「 持続可能な区役所改

革」 を まと めた資料を全町会・ 自治会町に送付し 、 周知し てき まし た。  

  イ 今後の取組 

取組内容について、 本年８ 月に各地区で区民説明会を 開催すると と も に、

適宜、 区ホームページや広報誌など、 適切な方法での周知・ 説明を 行いま

す。  

（２）職員への周知・説明 

  ア これまでの取組ｑ 

   令和７ 年１ ２ 月に、 各地区総合支所及び本庁舎において、 全職員を対象に

第１ 回職員説明会を ７ 回開催（ 延べ参加人数２ ７ １ 名） し まし た。  

   また、 検討過程の資料も 全職員に対し て公開し 、 周知を図っ ています。  

  イ 今後の取組 

    今後は、 第１ 回説明会以降の検討内容を 中心に、 全職員を 対象にし た第２

回職員説明会を 、 令和８ 年７ 月以降に開催し ます。  

    また、 説明会以外でも 職員の疑問等が解消でき るよう 、 職員と 区役所改革

担当が質疑を 行える方法を 検討し ています。  

 

６ 今後のスケジュール（予定） 

  令和８ 年 ７ 月 Ｄ Ｘ 推進・ 行財政等対策特別委員会報告（ 持続可能な区役所

改革（ 素案））  

          ４ 常任委員会報告（ 持続可能な区役所改革（ 素案））  

      １ １ 月 令和８ 年第４ 回定例会（ 港区総合支所及び部の設置等に関す

る条例改正について）  

  令和９ 年 ４ 月 「 将来に向けた持続可能な区役所への改革」 実施 
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組織関係

④各課の改革内容
・管理課
・協働推進課
・まちづくり課
・区民課

組織図

①支所制度の総括
②改革の趣旨・背景
③支所の位置付け
執行体制（組織図）

区
民
周
知

区民の声

広報みなと

説明会・報告会

職員への周知

取組の骨子案

分野別-方向性案

取組の骨子

分野別-方向性

執行体制（組織）

フルパッケージ

本丸の決定事項

中旬 下旬 上旬 中旬 下旬中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬

３月 ４月

項目 上旬 中旬 下旬 上旬

９月 10月 11月 12月 １月 ２月３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月

区役所改革に係るスケジュール（R8.5.26時点）
参考資料１

日程　
令和７年度 令和８年度 令和９年度

２月

●報告書（仮）

①区役所・支所改革の総括

②区を取り巻く状況の変化

③職員を取り巻く状況

④課題

⑤将来に向けた持続可能な区役所

への改革

・実現したい姿

・留意する基本的な考え方

・改革の内容

⑥執行体制

●骨子案

①検討経緯

②取組の骨子案（基本

的考え方）

③取組の骨子案（組織

の再構築の方向性）

④関係者説明及び業務

の整理

⑤執務環境における課

題

〇各分野における今後

の方向性（案）

⑥経緯

⑦現状と課題

●区役所への改革（案）

①区役所・支所改革の総括

②区を取り巻く状況の変化

③職員を取り巻く状況

④課題

⑤これまでの検討経過

⑤将来に向けた持続可能な区役所への改革への方向性

・実現したい姿

・留意する基本的な考え方

・改革の内容

⑦将来に向けた持続可能な区役所への改革の内容

・執行体制の変更

・執行体制の変更に伴う組織の変更

・防災体制の見直し

・本庁舎の執務環境の見直し

⑥今後のスケジュール

●区役所への改革（たたき台）

①区役所・支所改革の総括

②区を取り巻く状況の変化

③職員を取り巻く状況

④課題

⑤将来に向けた持続可能な

区役所への改革

・実現したい姿

・留意する基本的な考え方

・改革の内容

⑥今後のスケジュール

●業務分担表（区民対応部分）

●検討部会

●改革会議

●行経委

●行経委

●改革会議

●幹事会

●検討部会

①②③

の報告
区役所への改革（たたき台）作成

区役所への

改革（案）

分野ごとに検討

（総合支所受付業

4月中

●推進会議

●４常任委員会

区役所への改革

組織図案・分掌事務作成（改革にかかる執行体制改善）

●通知発出（改革にかかる執行体制改善）

組織図作成

@所管課
最終調整ヒアリング

@企画課

●幹事会

●推進会議

●第４回定例会

条文内容の検討

★R8.12下旬

条例改正

設置条例の改正検討

●幹事会

●推進会議

調整中

調整中

受付期間

区民説明会

●推進会議

区役所への改革（素案）(案)

●DX・行財政特別委員会

●４常任委員会

●幹事会

4月中～下旬

●各課検討部会

～9月末（二次経費予算要求前まで）～6中旬

●町会・自治会向け説明会

●区役所への改革（素案）

①区役所・支所改革の総括

②区を取り巻く状況の変化

③職員を取り巻く状況

④課題

⑤これまでの検討経過

⑤将来に向けた持続可能な区役所への改革への方向性

・実現したい姿

・留意する基本的な考え方

・改革の内容

⑦将来に向けた持続可能な区役所への改革の内容

・執行体制の変更

・執行体制の変更に伴う組織の変更

・防災体制の見直し

・本庁舎の執務環境の見直し

⑥今後のスケジュール

作業部会

・業務分担表（区民対応部分）

作業部会

・福祉総合窓口業務規模確認

（福祉総合窓口部会等）

・対応方法の検討

（ＤＸ部会等）

作業部会（たたき台→素案）

・組織図イメージ案

（区役所改革部分）

4月中旬～6月中旬

作業部会フェーズ１

・業務分担表（全フローの現提供体制）

6月下旬～8月下旬

作業部会フェーズ２

・業務分担表（全フローのR9提供体制）

4上旬～5月中旬

区役所改革による組織図イメージ案作成

職員向け説明会

区役所への改革（素案）

●幹事会

●推進会議

●DX・行財政特別委員会

●４常任委員会

●DX・行財政特別委員会

●広報みなと

10月～12月

作業部会フェーズ２

・マニュアル整備

・事務引継ぎ準備
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芝御成門タワーの契約スキームの変遷
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芝御成門タワーの契約スキームの変遷

所有者兼賃貸人：
鹿島建設株式会社
所
有
権

令和８年２月１日まで

賃貸借契約

賃借人：テナント
2
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芝御成門タワーの契約スキームの変遷

不動産信託契約不動産信託委託者兼受益者：
鹿島建設株式会社
受
益
権

不動産信託受託者：
みずほ信託銀行株式会社

所
有
権

令和８年２月２日（フェーズ１）

２月２日付で、鹿島建設㈱が本物件を信託化したことにより、名義
上の所有権がみずほ信託銀行㈱に移転した。

所
有
権

●ポイント
信託受益権＝信託した財産から得られる経済的利益を受け取る権利

3
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芝御成門タワーの契約スキームの変遷

鹿島建設株式会社

不動産信託受託者：
みずほ信託銀行株式会社

所
有
権

令和８年２月２日（フェーズ２）

不動産信託委託者兼受益者：
大和証券リアルティ株式会社

受
益
権

受益権を売却

不動産信託契約

同日、鹿島建設㈱が大和証券リアルティ㈱に不動産信託受益権を売却したことに
より、不動産信託契約の委託者かつ受益者が大和証券リアルティ㈱に変更。
→この時点で、所有権も受益権も持たない鹿島建設㈱は本件から実質的に離脱。

受
益
権

4
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芝御成門タワーの契約スキームの変遷

同日、大和証券リアルティ㈱が2026年1月30日付㈱あおぞら銀行との特定包括信託契約に基
づき、不動産信託受益権をあおぞら銀行に譲渡。これにより、不動産信託契約の委託者かつ
受益者があおぞら銀行に変更。（この譲渡は資金調達を目的に行ったもの。）
一方、同日付、みずほ信託銀行㈱と大和証券リアルティ㈱との賃貸借契約に基づき、大和証
券リアルティ㈱は芝御成門タワーを一括賃借。
 

令和８年２月２日（フェーズ３）

前不動産信託委託者兼受益者：
大和証券リアルティ株式会社

受
益
権

新不動産信託委託者兼受益者：
株式会社あおぞら銀行特定包括信託契約

受
益
権

不動産信託受託者：
みずほ信託銀行株式会社

所
有
権 賃貸借契約

不動産信託契約

5

10



みずほ信託銀行株式会社

大和証券リアルティ株式会社

港区

令和８年３月１９日 転貸借契約締結（相関図）

賃貸借契約
(マスターリース契約)

転貸借契約
(サブリース契約)

芝御成門タワーの契約スキームの変遷

あおぞら銀行
特定包括信託契約

不動産信託契約

鹿島建設株式会社 ※鹿島建設株式会社は所有権を移転、受
益権を売却したため、当事者ではない。

賃料

賃料等から物件運用費用、不動産信託報酬を差し引いて配当不動産信託契約に基づく収益

青：契約関係
茶色：お金の動き

特定包括信託契約に基づく収益

不動産信託配当から金利、特定包括信託報酬を差し引いて配当

所有
権

受益
権

諸費用の受領権を大和
がみずほに委任するこ
とで、港区からみずほ
に直接賃料を支払い

6
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質 問 内 容 答 弁 趣 旨  

① 契約期間や契約金額について非

公開だっ たこ と は調べた限り こ

の３ 年間で今回が初めてだ。 何

を 根拠に適正性を 判断すればよ

いのか。（ 意見）  

 

② 職員説明会について、 元々４ 月

に実施する と の説明だっ たが、

７ 月以降に実施すると のこ と 。

こ こ まで遅れた理由は何か。  

 

③ なぜ開催が延期さ れたかを 聞い

ている 。 個別に意見を 聴取し て

いる のか、 組織的に聴取し てい

る のかが、 答弁から は判断でき

ない。 具体的な説明を求める。  

 

④ 方針を 固めたう えでと いう 表現

を ずっ と 使われている が、 いつ

になっ たら 固まる のか。 こ れ以

上延期がないよ う にお願いし た

 

 

 

 

 

 

②速やかな開催に向けて準備し ている。各所属長から は、取組について一定の説明は行っ て

いる。 部会や作業班の中でも 、 様々な意見を収集し 、 整理し ている。 ７ 月に素案を取り まと

めた段階で、 改めての説明会実施を予定し ている。  

 

 

③職員説明にあたっ ては、一定の方針を固め、職員が理解でき る段階で説明する必要がある

と 判断し 、 こ の時期と なっ た。検討においては、係長級職員も 含めて幅広く 意見を聴取し な

がら 進めている。 早期実施の必要性は認識し ているが、内容を精査し 、整理さ れた段階で説

明を行う 予定である。  

 

 

 

 

 

 

令和８ 年６ 月１ ０ 日 資料№７ －３  
建 設 常 任 委 員 会 

12



ＤＸ推進・行財政等対策特別委員会（５月２６日） 質疑内容 

※この記録は、委員会を傍聴した職員が質疑を記録したものであり、口述筆記ではありません。公式な委員会記録ではありません。 

2 
 

い。（ 意見）  

 

⑤ 分庁舎の近隣の駐車場に つい

て、近隣を借り るのか、公共交通

機関にし ても ら う のか、 方針は

どこ の部署がいつまでに決める

も のか。  

 

⑥ 早期に決める と いう のはいつ頃

が目安か。  

 

⑦ 本庁舎から 徒歩数分の位置に駐

車場を 用意する 予算要求があっ

た場合、 現時点で財政課はどう

考えるか。  

⑧ マイ ナンバーセン タ ーを 利用す

る のは区民で分庁舎は主に事業

者と いう こ と であれば、 こ こ で

駐車場の対応に差がある のも お

かし いと いう 話になる。（ 意見）  

 

⑨ 組織の改編について、 総合支所

が担う 業務を 本庁が担う こ と に

 

 

⑤分庁舎の運用方針は区役所改革担当が検討し 、 将来に向けた持続可能な区役所への改革

推進会議で決定し ていく 。 すでに契約期間が開始し ており 、 運用も 並行し て考えている。移

転は年明けを考えているが短縮を目指し ており 、 方針は区役所改革担当で早期に決定し た

いと 考えている。  

 

 

⑥次回のＤ Ｘ 推進・ 行財政等対策特別委員会は日程調整中だが、その時期を目指し ているも

のの、 ビルオーナーと の兼ね合いも あるため、 ９ ～１ ０ 月頃には報告し たいと 考えている。 

 

⑦現段階で査定の考え方を述べる段階ではないが、経費の査定であるこ と から 、必要性や妥

当性、 代替手段の有無や利用者への影響を 総合的に考慮するこ れまでの考え方で予算編成

を進める認識である。（ 財政課長）  

 

 

 

 

 

 

 

⑨470 業務 2, 995 事務については、 単に配置を見直すだけでなく 、 集約に伴う 標準化を図

り 、 業務の効率化を進めていき たいと 考えている。  
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なる のであれば業務の重複など

削減する良い機会と 考える がい

かがか。 区役所改革担当課長が

今年から ２ 人いる が、 業務整理

はどちら が対応するのか。  

 

⑩ 総合支所の独自色が強すぎる の

で減ら せる 事業は減ら し た方が

いい。（ 意見）  

 

⑪ 保健師が携わっ ている 受給者証

の発行業務について、 こ れまで

検討を 前倒し てほし いと 聞いて

いるがどう いっ た状況か。  

 

 

⑫ ７ 月を 目途に芝地区総合支所で

スタ ート と 伺っ たが、 他の４ つ

の総合支所のよ う に本庁と 距離

がある 残り の総合支所のいずれ

かまたはすべてで早めにト ラ イ

アルを 進めてほし い。 芝は本庁

と 同じ 場所であり 、 他の総合支

「 将来に向けた持続可能な区役所への改革」 分野は私（ 星川） が担当し 、 制度面は福地課長

が担当する。事務事業評価も 並行し て実施し ており 、ＭＩ Ｎ Ａ Ｔ Ｏ ビジョ ン策定や政策評価

と も 連携し ながら 、 全体と し て効率化を進めていく 。  

 

 

 

 

 

 

 

⑪健康推進課、障害者福祉課、区民課と 検討し ている。 区民課においては全区民課長に共有

の上、 代表区民課長に出席し ても ら い、検討に加わっ ている。 令和９ 年４ 月から の実施では

混乱が生じ る可能性があると の意見も あり 、まずは現行業務フ ローの整理を行い、保健師が

関与し ない形で福祉司が対応可能かについて、 ７ 月を目途にト ラ イ アルを実施し 、 その後、

予算や組織体制の検討に進むこ と を考えている。  

 

⑫芝浦港南地区総合支所は件数が多く 、 他総合支所での実施の可能性についても 議論はし

ている。 一方で、 業務整理は段階的に進める必要があり 、 まずは芝での検証を行っ た上で、

物理的距離のある総合支所での検証も 必要と 考えている。  
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所でやっ た方がいいと いう 意見

は出たか。  

 

⑬ 秋までに４ つの総合支所すべて

で ト ラ イ ア ルを 実施し て ほし

い。 ７ 月の委員会で芝の結果を

教えてほし い。（ 意見）  

 

⑭ 組織の見直し について、 ７ 月目

途に「 検討が始まる」 のか、「 一

定の結論を 得る 」 のか、 どち ら

か。  

 

⑮ 保健師業務のト ラ イ アル結果と

合わせて、 全体の方向性につい

ても 報告を求める。（ 意見）  

 

⑯ 総合支所のスペースについて、

職員スペースと なるのか、 区民

サービスに使う のか。  

 

 

⑰ 総合支所の空き スペースを アウ

 

 

 

 

 

 

 

 

⑭検討自体は既に開始し ている。 今後は一定の案を 取り まと め、 報告する形と し たい。  

 

 

 

 

 

 

 

 

⑯人員体制の方向性が見えてき た段階にあり 、総合支所に必要と なる機能を把握し 、総合支

所のスペースについて管理課と 共有し ている。今年度、管理課において現状の機能充足状況

を確認する予定である。既にひっ 迫し ている総合支所も 多いため、必要なスペースの確保を

優先し つつ、 区民サービスに資する用途への転用も 検討する。  

 

⑰例えば、 ケースワーク 業務は本庁に集約さ れるが、 職員が総合支所・ 現地に出向いて行う 相
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ト リ ーチ拠点と すると いう 発言

があっ たが、 わかり やすい言葉

での説明を求める。  

 

⑱ 区民のも と に出向く と いう 意味

のア ウト リ ーチを 求める 。（ 意

見）  

 

⑲ 高輪地区の生活保護受給者に起

き たケースワーク の事案につい

て今起き ている 現場の問題を 誰

がどう 対応するのか。業務・ 人員

が集約さ れる 令和９ 年４ 月ま

で、 ８ か月間も 待っ ていら れな

いのではないか。  

 

⑳ 本件は一部局の問題にと どまら

ず、 組織と し て対応する 必要が

ある 。 部長と し ての見解を 伺い

たい。  

 

㉑ 年内の委員会報告は３ 回の予定

だが十分だと 考えるか。  

談・ 支援活動の拠点と し て活用するこ と を 想定し ており 、 その場所を「 アウト リ ーチ拠点」 と し

ている。  

 

 

 

 

 

 

⑲当該事案については認識し ている。現場における新人職員の不安や、病休による人員不足

についても 把握し ている。改革後の体制については検討を進めてき ているが、現時点の課題

についても 放置するこ と はでき ない。所管課及び人事課と 協議し 、ト ラ イ アル的な取組も 含

め、関係部門が連携し て対応し ていく こ と の可能性も 視野に入れて、対応策について検討す

る。  

 

 

 

⑳当該事案については、庁内全体で課題認識を共有し 、政策的観点も 含めて調整が必要と 認

識し ている。 改めて情報収集を 行い、 所管課と 連携し ながら 必要な対応の検討を 進めてい

く 。（ 区役所・ デジタ ル改革担当部長）  

 

 

㉑素案の検討も 含め、今後も 変化が見込まれ、年内に３ 回の報告を予定し ているが、 検討の

加速に伴い、 適宜報告を行っ ていく 。  
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㉒ 時間を 要する 議論であっ ても 避

けるべきではなく 、必要に応じ て

委員会の開催頻度についても 検

討すべきである。  

 

㉒今後の報告の在り 方や検討体制については、 内部で整理し 、 報告をし ていく 。  

① ６ 月に町会・ 自治会向けの説明

会は誰が誰宛てに行う のか。  

 

② 請願まで出てさ れていたのにな

ぜこ のタ イ ミ ン グで説明会を 実

施するこ と になっ たのか。  

 

③ 分庁舎を 借り る 議論が先に走っ

たため今回のよ う になっ た。 順

序が大切。また、契約金額や契約

期間が言えないと いう こ と はお

かし い。 契約の在り 方について

考えてほし い。（ 意見）  

 

④ 町会長から 、 急に説明会に呼ば

れても 参加でき ないと いう 意見

を たく さ んいただいた。 も う 他

①全町会・ 自治会長に向け、 区長が、 区役所改革の目的を説明する予定である。  

 

 

②第１ 回定例会で請願取り 下げになっ たも のの、各地区での説明は必要と 答弁し てき た。そ

の後、連合会役員と 特別職と の協議が行われ、役員に限ら ず会長全体に対し て説明するこ と

と なり 、 今回、 検討が進んだこ と を受け、 各町会への説明を行う こ と と し た。  

 

 

 

 

 

 

 

 

④会場及び説明者のスケジュ ールに加え、町会・ 自治会の主要行事と の重複を極力避けるよ

う 調整し たが、結果と し て麻布地区の交通安全協会の会議と 日程が重複し てし まっ た。当日

参加でき ない方には資料送付や個別対応により 補完する予定であり 、 こ の日程で実施し た

17



ＤＸ推進・行財政等対策特別委員会（５月２６日） 質疑内容 

※この記録は、委員会を傍聴した職員が質疑を記録したものであり、口述筆記ではありません。公式な委員会記録ではありません。 

7 
 

の日程では開催でき ないのか。  

 

い。  

① ケースワーク の件は残念な事例

である のは間違いないが、 ケー

スワーカ ーが一方的に責めら れ

る のはどう か。 区役所改革では

ケースワーク 業務の集約が行わ

れる が、 負担軽減などチームで

対応するよう になるのか。  

 

② ケースワーク 業務では、 本庁対

応は、 アク セスの点を 除けば体

制が充実し 二度手間を 防げる と

思う が、 本庁に直接行っ ても 対

応し ても ら える のか、 そのよ う

に 案内し て も よ い ので はな い

か。  

 

③ 分庁舎について、 従前のレ イ ア

ウト にこ だわら ず利用者にと っ

てよ り 良い庁舎にし てほし いと

①業務の集約化のメ リ ッ ト を生かし 、事例の共有など、体制の強化を図る方向で検討し てい

る。  

 

 

 

 

 

 

②本庁各部の窓口であれば、 ケースワーク 業務含めてワンスト ッ プでの対応が可能である。

一方で、 総合支所での受付と いう 利便性も 確保し 、 総合支所での当初対応は引き続き 行い、

利便性、 専門性、 的確性の観点から 検討を進めていく 。  

 

 

 

 

 

③什器メ ーカ ーにレ イ アウト 案を作成し ても ら っ ており 、 区民も 使いやすく 職員も 働き や

すい環境と し て整備し ていく 予定である。  
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考えるがどう か。  

① サービ スは変わら ないと いう よ

り も 、 本庁舎に来ら れる 方は来

たほう がスピ ーディ ーになる 利

点を 打ち 出し た方がいい。（ 意

見）  

 

② 契約について、 契約期間や坪単

価を 公表でき なかっ たと いう こ

と は区と し ては相手側と の調整

のう え仕方のないこ と と いう 認

識か。  

 

③ 賃料と いう 直接の表現は出ない

が、 ある程度広い範囲ででも 費

用対効果を 把握する 必要があ

り 、 どう やっ てチェ ッ ク すれば

いいのか。  

 

④ マイ ナンバーカ ード セン タ ーは

 

 

 

 

 

 

②原則公開の考え方に基づき 調整を 行っ てき たが、 相手方の利益保護や競争性に関する協

議の結果、 一部非公開と し たも のである。 当初から 非公開あり きと し たも のではない。  

 

 

 

 

③賃料と し て掲載はさ れないが、決算の段階で総額が公開さ れるため、その内容でご確認い

ただき たい。  

 

 

 

 

④マイ ナンバーカ ード センタ ーは、 普通借家契約を締結し 、 賃料・ 期間の公開を可能と し て
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公開し ていたのか。  

 

⑤ 障害者福祉セン タ ーも 同様に公

開でき るか。  

 

⑥ 契約以前の答弁では賃料や期間

を述べていたが、今回、契約の間

際に公開でき なく なっ たと いう

こ と か。  

 

⑦ 競争上の理由があると はいえ税

金である以上、 公開する こ と を

前提に契約を 進めるべき ではな

かっ たか。  

いる。  

 

⑤障害福祉センタ ーも 同様であると 契約管財課から 聞いている。  

 

 

⑥契約書の特約に基づき、 実金額は非公開と し ている。こ れまで資料に記載し た金額・ 債務

負担行為の期間はあく まで目安のため、 資料に記載し ており 、 実金額と は別のも のである。 

 

 

 

⑦民間ビルの借用に係る運用ルールは、用地・ 施設活用担当、 契約管財課に区役所改革担当

も 入り 、 検討を進めている。  

① いいこ と を 行う よ う な答弁が今

あっ たが、 今回の区役所改革で

明ら かになっ た課題について、

関係課が新たに取り 組まなけれ

ばなら ないこ と が増えている と

いう 認識を持つこ と 。（ 意見）  
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① アク セスについて、 近く の総合

支所でサービ スを 受けら れる 方

がいいと 思う 方がたく さ んいる

こ と は重要視し て ほし い。（ 意

見）  

 

② 町会・ 自治会向け説明会につい

て取組内容の具体化が進んだと

ある が、 ３ 月に送付し た手紙か

ら 踏み込んだ内容の説明が行わ

れるのかどう か。  

 

 

 

 

 

 

②こ れまでは役割分担の整理を 中心に検討し てき たが、 今回の説明では総合支所で提供す

るサービスの内容、 役割分担についても 踏み込んで説明する予定である。  

区長から の手紙では一方向での情報発信になるが、 今回は対面で直接区長から 説明ができ

るこ と から 開催に至っ た。  
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